
 

令和７年度ナシ穂木「若光・なつひかり」の配付要領 
 
１ 穂木配付予定本数及び配付予定価格 

種 類 品 種 
配付予定本数

（本） 
１本当たり配付予定価

（円） 

ナ シ 
若光 約５０本 １６１円 

なつひかり 約５０本 １６１円 

注）配付予定本数は目安です。価格には消費税(10%)が含まれています。 

 

 ※「若光」と「なつひかり」は穂木での配付です。 

苗木ではありませんのでご注意ください。 

 

２ 配付対象者 
  農業生産を目的に穂木の配付を希望する千葉県内の農業者及び団体とします。 
  また、県内の生産者に配付することを目的として種苗を生産する者も対象としま

す。 
※ 営農目的以外（家庭栽培・庭木等）の申し込みは御遠慮願います。 

 
３ 配付の申請 
（１）申請方法 

別紙様式の「原種配付申請書」に必要事項を記入の上、提出してください。 
 

（２）提出先ルート及び期限 
 【申請通知】 
 
 
 
 
 
 
【申請の流れ】 

          令和７年７月中旬期限   令和７年７月中旬期限  

 
 
 
 
 
                   令和７年７月下旬期限 

 

 

各農業協同組合 

各果樹組合 等 
市町村担当課 各農業事務所 

企画振興課 

県生産振興課 

穂木委託先 

県担い手支援課 等 

県生産振興課 

各農業協同組合 

各果樹組合 等 

市町村担当課 

令和７年６月 

（報告） 



 

※配付予定本数を超える希望があった場合、配付数量の調整を行い、希望に応じら 

れない場合もありますので、あらかじめ御了承ください。 

 

４ 配付基準 
  穂木１本あたり１０芽以上の配付とする 
 
５ 配付予定 
（１）配付日及び配付数量の決定通知 

令和８年１月中旬までに、申請者へ通知します。 
 

（２）配付時期 
令和８年２月下旬の予定。 
 

（３）配付場所 
   千葉県農作物原種生産施設  
    千葉県長生郡長生村水口１７－５ 
    電話：０４７５－３２－３３７７ 
 
６ 注意事項   
  生産者団体の取りまとめ責任者・事務局の方々は、以下の注意事項について、 
組合員一人一人に周知を徹底してくださるようお願いします。 
 

（１）県育成の穂木の配付本数には限りがあり、配付希望本数が配付予定本数を 
上回った場合は、数量を調整の上、配付します。 

 
（２）穂木の品質には細心の注意を払い配付していますが、受領時には、穂木の状態

（乾燥、病害虫等）を十分確認の上、受領してください。 
 
（３）配付する苗木は、欠点及び不具合を有している可能性があることを認識し、 
  その利用により、使用者に損失が生じた場合、県の故意又は重大な過失による 

ものではない限り、県には一切の責任を問わず、使用者の責任で処理してくだ 
さい。 

 

 

 

 



 

（４）受領された穂木について、病害虫の被害、生育不良や品種の相違等の問題が  

生じた場合は、県事故対策委員会において原因究明のための調査を行います。 
調査の結果、県の故意又は重大な過失により補償が必要と判断された場合は、

補償の限度を代替穂木又は購入穂木代金とします。 
   なお、病害虫の被害、生育不良や品種の相違等の申し出は、穂木受領後６か月

以内とします。 
 
（５）配付数量決定後の追加、キャンセル等、数量の変更はできませんので、数量の 

変更がないよう申請してください。 
 
（６）種苗代金の支払いについては、納入通知書でお願いします。 

種苗配付時に納入通知書の送付先を確認し、後日、納入通知書を郵送します。 
納入通知書の裏面に記載の金融機関又は Pay-easy（ペイジー）にて支払いをお

願いします。なお、ペイジーで納入した場合、千葉県から領収証書は発行いたし

ません。領収証書が必要な方は金融機関で支払いをお願いいたします。 

 

（７）インボイス制度開始にかかる明細書の発行について 

   インボイス制度の開始にともない、県では、納入通知書と必要事項が記載され

た明細書を発行することにより、インボイスの交付を行います。 

    インボイスは納入通知書のあて先となる生産組合等へ交付しますので、組合

員個人で仕入れ税控除を受ける場合は、生産組合に交付されたインボイスの写

しと、組合員個人が支払った金額や消費税額のわかるもの（生産組合が交付す

る精算書等）を合わせて保管しておく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


